
 
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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六
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職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

風
水
震
火
災
そ
の
他
の
天
災
地
変
に
よ
り

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
場
合
で
、
職
員
が
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き 

 

イ 

職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊

し
た
場
合
で
、
当
該
職
員
が
そ
の
復
旧
作

業
等
を
行
い
、
又
は
一
時
的
に
避
難
し
て

い
る
と
き 

 

ロ 

職
員
及
び
当
該
職
員
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な
水
、
食
料
等

が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合
で
、
当
該

職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
き 

一
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の

都
度
必
要
と
認
め
る
期
間 

 

第
十
条
第
一
項
の
表
の
第
十
三
号
中
「
出
産
の
日
後
八
週
間
」
の
下
に
「
（
出
産
の
日
以
前
の
期
間
が
六

週
間
に
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
満
た
な
い
期
間
を
八
週
間
に
加
算
し
た
期
間
）

」
を
加
え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
一
項
の
表

の
第
十
三
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


